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イベント 子育て輪づくりサークル
「よっといで」（七夕さま）

いきいき水中運動教室

健 康 づ く り 講 座
～転倒を予防するために～

指定給水装置工事事業者の指定

◇対象　１歳から就学前までの子
どもとその保護者

※クレヨン，はさみ，のりがあれ
ばご持参ください
◇日程　（10：00～11：30）
７月１日㈮ 山陽保健センター （☎71-1814） 
７月５日㈫ 埴生公民館 （☎76-0066）
７月６日㈬ 出合公民館 （☎73-2069）
７月７日㈭ 厚陽公民館 （☎74-8400） 
◇問い合せ・申込先　各会場

◇とき　８月～ 10 月の毎週月・金
曜日　14：30～15：30

※開講式は７月29日㈮9：30～11：30
◇ところ　小野田スイミングクラ
ブおよびスポーツコアアルファ

　（高栄三丁目）
◇対象　60 ～ 69 歳の市内在住の水
中歩行が可能な人で，原則全回
参加できる人。（昨年参加した人
は除く）

◇内容　健康チェック，水中運動・
ストレッチほか

◇定員　４０人（応募者多数の場
合は抽選）

◇参加料　1,500 円（送迎を希望す
る人は別途 500 円／月）

◇申込方法　ハガキまたは FAX で
住所・氏名・生年月日・電話番号
を記入して申し込んでください。

◇申込期限　７月 15 日㈮（必着）
◇申込先
　〒756-0808　山陽小野田市旭町
　　保健センター

　（☎ 84-1220　FAX 84-3632）

◇とき　7月11日㈪　13：30～15：30
◇ところ　市民館
◇対象　健康づくりに関心のある
人（定員６０人　先着順）

◇内容　講義「あなたの足，元気？」
◇講師　宮川晴

はる き

妃さん　（メディカ
ルフットケア JF 協会会長）

　下記の業者を市水道局指定給水装
置工事事業者に指定しました。
・平成17年５月19日付け
　日伸設備
　宇部市中村三丁目 9番 8-8 号

　（☎ 32-4958）
・平成17年６月２日付け
　積和建設山口株式会社
　吉敷郡小郡町大字上郷 5412 番地

（☎ 083-976-2730）

◇受講料　500 円（託児希望者は
　１人につき 100 円追加）
※筆記用具をご用意ください。
◇申込方法　ハガキに講座名・住
所・氏名・電話番号・年齢・託児
希望の有無を記入して申し込ん
でください。（電話・FAXでも可）

◇申込期限　６月 30 日㈭
◇申込先
　〒756-0808　山陽小野田市旭町
　　保健センター

（☎ 84-1220　FAX 84-3632）

　５月議会臨時会が 5月 24 日から 30日まで開かれまし
た。市長として初めて臨んだ議会でしたが，議場は厳粛な
雰囲気で，ここで市の意思決定がなされていくのだと感じ，
改めて身の引き締まる思いでした。また，多くの市民のみ
なさんが議場に来場され，熱心に傍聴していただいたこと
に感謝します。今月は６月議会定例会が開かれます。現在，
市政は７月 31日までの暫定的な予算で運営されています
が，それに替わる来年３月までの 17年度の本予算が６月
議会に上程され，慎重審議が行われます。また，私自身も
施政方針演説を行い，これからの山陽小野田市の“かじ取り”
について述べさせていただく予定です。是非とも，多くの
市民のみなさんに議場に足を運んでいただき，白熱した討
論を傍聴していただくことを希望します。
　さて，この６月１５日号では，２つの審議会，委員会委
員の公募についてお知らせしています。まず，「特別職報酬
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2「特別職報酬等審議会」「病院事業将来構想
検討委員会」について

等審議会」ですが，これは市長などの特別職と市議会議員
の報酬について，調査，審議し，市長に答申をしていただ
く審議会です。これらの報酬の額については，市長が条例
を市議会に提出し，議決を経て決定されることになってい
ますが，その手続きを行う前に，社会情勢などの諸条件を
考慮した，適正な報酬額について，意見をまとめていただ
くのが，この審議会の役割です。そのご提言は市長として，
市議会に提出する議案をつくる上での参考にするつもりで
す。
　次に「病院事業将来構想検討委員会」についてお話しま
す。現在，個人病院や医院など私的な医療機関が多く存在
する山陽小野田市の医療ネットワークの中で，公的病院等
の位置づけ，あり方が問われています。そういった課題，
問題点について，この委員会で話し合っていただき，市民
病院の将来像について，本格的な検討，答申をお願いする
ことになります。山陽市民病院についても，存廃を含め，
この委員会で考えていただきます。公募で参加の市民のみ
なさんのほかに，病院関係者や経営の専門家などの助言も
採り入れ，反映できればと思います。今後の市民病院の運
営に関する基本的な方針を決定する非常に大切な委員会と
なることでしょう。
　以上，２つの審議会，委員会について簡単ですが，お話
させていただきました。多くの市民のみなさんの積極的，
建設的な意見から素晴らしいアイデアが生まれることを期
待します。ご応募お待ちしています。


